
 

 

 

新 宿 区 公 益 保 護 の た め の 通 報 に 関 す る 条 例  

 

（ 目 的 ）  

第 1 条  こ の 条 例 は 、 新 宿 区 （ 以 下 「 区 」 と い う 。 ） の 公 益 保 護 の

た め の 通 報 に 係 る 仕 組 み を 定 め る こ と に よ り 、 区 の 公 益 を 害 す る

事 実 の 早 期 是 正 を 図 り 、 も っ て 区 民 生 活 の 安 定 及 び 健 全 な 区 政 の

確 保 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 2 条  こ の 条 例 に お い て 「 公 益 保 護 の た め の 通 報 」 と は 、 次 条 第

1 項 の 公 益 通 報 並 び に 同 条 第 2 項 及 び 第 4 条 の 通 報 を い う 。  

２  こ の 条 例 に お い て 「 職 員 等 」 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

 ⑴  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 261 号 ） 第 3 条 第 2 項 に 規

定 す る 一 般 職 に あ る 者 及 び 同 条 第 3 項 に 規 定 す る 特 別 職 に あ る

者 で 区 に 勤 務 す る も の （ 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） （ 新 宿 区 規 則

（ 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） で 定 め る 者 を 除 く 。 ）  

 ⑵  地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 31 年 法 律

第 162 号 ） 第 37 条 第 1 項 に 規 定 す る 県 費 負 担 教 職 員 で 区 に 勤

務 す る も の （ 第 20 条 第 2 項 に お い て 「 県 費 負 担 教 職 員 」 と い

う 。 ）  

 ⑶  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の 2 第 3 項 に

規 定 す る 指 定 管 理 者 で あ っ て 区 の 公 の 施 設 の 管 理 を 行 う も の

（ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。 ） の 労 働 者 で 当 該 管 理 の 事 務 に

従 事 す る も の  

⑷  区 の 事 務 を 受 託 す る も の （ 以 下 「 事 務 受 託 者 」 と い う 。 ） の

労 働 者 で 当 該 受 託 し た 事 務 に 従 事 す る も の  

 ⑸  労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 就 業 条

件 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 60 年 法 律 第 88 号 。 第 20 条 第

3 項 に お い て 「 労 働 者 派 遣 法 」 と い う 。 ） 第 2 条 第 2 号 に 規 定

す る 派 遣 労 働 者 で 区 の 事 務 に 従 事 す る も の （ 第 20 条 第 3 項 に

お い て 「 派 遣 労 働 者 」 と い う 。 ）  

３  こ の 条 例 に お い て 「 職 員 等 で あ っ た 者 等 」 と は 、 次 に 掲 げ る も

の を い う 。  

 ⑴  職 員 等 で あ っ た 者  



 

 ⑵  事 務 受 託 者 又 は 指 定 管 理 者 及 び こ れ ら の 役 員  

⑶  前 号 に 掲 げ る も の で あ っ た も の  

４  こ の 条 例 に お い て 「 区 民 」 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

 ⑴  区 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者  

 ⑵  区 の 区 域 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 個 人 及 び 法 人 そ の 他

の 団 体  

 ⑶  区 の 区 域 内 に 存 す る 事 務 所 又 は 事 業 所 に 勤 務 す る 者  

 ⑷  区 の 区 域 内 に 存 す る 学 校 に 在 学 す る 者  

５  こ の 条 例 に お い て 「 区 長 等 」 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

 ⑴  区 長 そ の 他 の 職 員 （ 議 員 及 び 第 6 条 の 新 宿 区 公 益 保 護 委 員 を

除 く 。 ）  

 ⑵  第 2 項 第 2 号 か ら 第 5 号 ま で に 掲 げ る 者  

 ⑶  第 3 項 第 2 号 に 掲 げ る も の  

６  こ の 条 例 に お い て 「 通 報 対 象 事 実 」 と は 、 次 に 掲 げ る 事 実 を い

う 。  

⑴  公 益 通 報 者 保 護 法 （ 平 成 16 年 法 律 第 122 号 ） 第 2 条 第 3 項

に 規 定 す る 通 報 対 象 事 実  

⑵  法 令 及 び 条 例 の う ち 規 則 で 定 め る も の に 規 定 す る 罪 の 犯 罪 行

為 の 事 実  

⑶  そ の 他 規 則 で 定 め る 事 実  

（ 職 員 等 に よ る 通 報 ）  

第 3 条  職 員 等 が 行 う 公 益 通 報 者 保 護 法 第 3 条 第 1 号 に 定 め る 公 益

通 報 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 6 条 の 新 宿 区 公 益 保 護 委

員 に 対 し て 行 う も の と す る 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 職 員 等 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か の 場

合 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 6 条 の 新 宿 区 公 益 保 護 委 員

に 対 し 、 当 該 通 報 対 象 事 実 に 係 る 通 報 を す る こ と が で き る 。  

 ⑴  区 に つ い て 通 報 対 象 事 実 （ 前 条 第 6 項 第 2 号 又 は 第 3 号 に 掲

げ る も の に 限 る 。 ） が 生 じ 、 又 は ま さ に 生 じ よ う と し て い る と

思 料 す る と き 。  

 ⑵  区 の 事 務 に 従 事 す る 場 合 に お け る 区 長 等 に つ い て 通 報 対

象 事 実 が 生 じ 、 又 は ま さ に 生 じ よ う と し て い る と 思 料 す る

と き 。  

 （ 職 員 等 で あ っ た 者 等 又 は 区 民 に よ る 通 報 ）  

第 4 条  職 員 等 で あ っ た 者 等 又 は 区 民 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か



 

の 場 合 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 6 条 の 新 宿 区 公 益

保 護 委 員 に 対 し 、 当 該 通 報 対 象 事 実 に 係 る 通 報 を す る こ と が

で き る 。  

⑴  区 に つ い て 通 報 対 象 事 実 が 生 じ 、 又 は ま さ に 生 じ よ う と し て

い る と 思 料 す る と き 。  

 ⑵  区 の 事 務 に 従 事 す る 場 合 に お け る 区 長 等 に つ い て 通 報 対 象 事

実 が 生 じ 、 又 は ま さ に 生 じ よ う と し て い る と 思 料 す る と き 。  

 （ 適 用 除 外 ）  

第 5 条  公 益 保 護 の た め の 通 報 に 係 る 通 報 対 象 事 実 が 次 の 各 号 の い

ず れ か の 事 実 に 該 当 す る 場 合 に は 、 こ の 条 例 は 適 用 し な い 。  

⑴  現 に 地 方 自 治 法 第 242 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 請 求 が 行 わ れ て

い る 事 実 又 は 既 に 同 条 第 4 項 の 監 査 が 終 了 し て い る 事 実  

 ⑵  係 争 中 の 事 項 に 係 る 事 実 又 は 既 に 判 決 、 裁 決 等 が 行 わ れ た 事

項 に 係 る 事 実  

⑶  現 に 刑 事 訴 訟 法 （ 昭 和 23 年 法 律 第 131 号 ） 第 230 条 の 告 訴

又 は 同 法 第 239 条 の 告 発 が さ れ て い る 事 実  

⑷  現 に 新 宿 区 区 民 の 声 委 員 会 条 例 （ 平 成 11 年 新 宿 区 条 例 第 36

号 ） 第 14 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 申 立 て が 行 わ れ て い る 事 実 又

は 既 に 新 宿 区 区 民 の 声 委 員 会 に よ る 調 査 が 終 了 し て い る 事 実

（ 同 条 例 第 15 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 調 査 を し な い と さ れ た 事

実 又 は 同 条 例 第 20 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 調 査 が 中 止 さ れ た 事

実 を 含 む 。 ）  

⑸  審 議 会 、 審 査 会 そ の 他 の 区 に 設 置 さ れ た 地 方 自 治 法 第 138 条

の 4 第 3 項 に 規 定 す る 附 属 機 関 に お い て 、 現 に 調 査 等 が 行 わ

れ 、 又 は 既 に 調 査 等 が 終 了 し て い る 事 実 （ 前 号 に 掲 げ る 事 実 を

除 く 。 ）  

⑹  一 定 の 事 実 に つ い て 既 に 是 正 等 の た め の 措 置 が 講 ぜ ら れ て い

る 場 合 に お け る 当 該 一 定 の 事 実  

⑺  既 に 第 13 条 第 1 項 の 調 査 が 終 了 し て い る 事 実  

（ 新 宿 区 公 益 保 護 委 員 の 設 置 ）  

第 6 条  公 益 保 護 の た め の 通 報 を 処 理 す る た め 、 新 宿 区 公 益 保 護 委

員 （ 以 下 「 公 益 保 護 委 員 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

２  公 益 保 護 委 員 は 、 弁 護 士 の う ち か ら 区 長 が 委 嘱 す る 。  

３  公 益 保 護 委 員 は 、 3 人 以 内 と す る 。  

４  公 益 保 護 委 員 の 任 期 は 、 2 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  



 

（ 欠 格 事 項 ）  

第 7 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 公 益 保 護 委 員 に な る

こ と が で き な い 。  

 ⑴  懲 戒 処 分 に よ り 弁 護 士 の 業 務 を 停 止 さ れ た 者 で 、 現 に そ の 処

分 を 受 け て い る も の  

 ⑵  職 員 （ 公 益 保 護 委 員 を 除 く 。 ）  

 ⑶  職 員 と 親 子 、 夫 婦 又 は 兄 弟 姉 妹 の 関 係 に あ る 者  

 ⑷  区 に 対 し 請 負 を す る 者 （ 規 則 で 定 め る 者 を 除 く 。 ） 及 び そ の

支 配 人 又 は 主 と し て 同 一 の 行 為 を す る 法 人 の 無 限 責 任 社 員 、 取

締 役 、 執 行 役 若 し く は 監 査 役 若 し く は こ れ ら に 準 ず べ き 者 、 支

配 人 及 び 清 算 人  

 （ 公 益 保 護 委 員 の 職 務 ）  

第 8 条  公 益 保 護 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 う 。  

 ⑴  公 益 保 護 の た め の 通 報 に 係 る 受 付 、 調 査 、 通 知 、 勧 告 及 び 公

表  

 ⑵  そ の 他 区 長 が 必 要 と 認 め る 事 務  

 （ 公 益 保 護 委 員 の 合 同 に よ る 調 査 等 ）  

第 9 条  公 益 保 護 委 員 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 公 益 保 護 委

員 の 合 同 に よ り 第 13 条 第 1 項 の 調 査 を 行 い 、 又 は 公 益 保 護 委 員

の 合 議 に よ り 第 17 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 勧 告 若 し く は 公 表 を 行

う こ と が で き る 。  

（ 公 益 保 護 委 員 の 身 分 保 障 ）  

第 10 条  公 益 保 護 委 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を

除 き 、 解 嘱 さ れ な い 。  

⑴  弁 護 士 で な く な っ た と き 。  

⑵  第 7 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き 。  

⑶  心 身 の 故 障 の た め 職 務 の 遂 行 に 堪 え な い と 認 め ら れ る と き 。  

 （ 職 務 遂 行 上 の 除 斥 ）  

第 11 条  公 益 保 護 委 員 は 、 公 益 保 護 の た め の 通 報 に 係 る 通 報 対

象 事 実 が 父 母 、 祖 父 母 、 配 偶 者 、 子 、 孫 若 し く は 兄 弟 姉 妹 の

一 身 上 に 関 す る も の で あ る と き 又 は 自 己 若 し く は こ れ ら の 者

が 従 事 す る 業 務 に 直 接 の 利 害 関 係 の あ る も の で あ る と き

は 、 当 該 通 報 対 象 事 実 に つ い て 第 1 3 条 第 1 項 の 調 査 を 行 う

こ と が で き な い 。  

 （ 守 秘 義 務 ）  



 

第 12 条  公 益 保 護 委 員 は 、 こ の 条 例 に 基 づ く 職 務 の 遂 行 上 知 り 得

た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 公 益 保 護 委 員 で な く な っ た 後

も 、 同 様 と す る 。  

 （ 調 査 等 ）  

第 13 条  公 益 保 護 委 員 は 、 公 益 保 護 の た め の 通 報 を 受 け た と き

は 、 遅 滞 な く 、 当 該 通 報 に 係 る 通 報 対 象 事 実 に つ い て 調 査 を 行 う

も の と す る 。  

２  公 益 保 護 委 員 は 、 前 項 の 調 査 に 当 た っ て は 、 公 益 保 護 の た め の

通 報 を 行 っ た も の （ 以 下 「 通 報 者 」 と い う 。 ） の 氏 名 又 は 名 称 そ

の 他 の 通 報 者 を 特 定 す る こ と が で き る 事 項 を 他 の 者 に 知 ら れ な い

よ う に し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 調 査 権 限 ）  

第 14 条  公 益 保 護 委 員 は 、 前 条 第 1 項 の 調 査 に 関 し 必 要 が あ る と

き は 、 関 係 事 務 所 又 は 事 業 所 に 立 ち 入 り 、 当 該 通 報 対 象 事 実 に つ

い て 、 関 係 者 に 質 問 し 、 又 は 必 要 な 帳 簿 書 類 を 閲 覧 し 、 若 し く は

そ の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 調 査 へ の 協 力 ）  

第 15 条  区 長 等 は 、 第 13 条 第 1 項 の 調 査 に 協 力 し な け れ ば な ら な

い 。  

 （ 調 査 の 中 止 ）  

第 16 条  公 益 保 護 委 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か の 場 合 に は 、 第 13

条 第 1 項 の 調 査 を 中 止 す る も の と す る 。  

⑴  当 該 通 報 対 象 事 実 に つ い て 地 方 自 治 法 第 242 条 第 1 項 の 規 定

に よ る 請 求 が 行 わ れ た と き 。  

⑵  当 該 通 報 対 象 事 実 が 係 争 中 の 事 項 に 係 る も の と な っ た と き 。  

⑶  当 該 通 報 対 象 事 実 に つ い て 刑 事 訴 訟 法 第 230 条 の 告 訴 又 は 同

法 第 239 条 の 告 発 が さ れ た と き 。  

⑷  当 該 通 報 対 象 事 実 に つ い て 区 が 是 正 等 の た め に 必 要 な 措 置 を

講 じ た と き 。  

 （ 是 正 等 の 措 置 の 勧 告 等 ）  

第 17 条  公 益 保 護 委 員 は 、 第 13 条 第 1 項 の 調 査 の 結 果 、 通 報 対 象

事 実 の 中 止 そ の 他 是 正 の た め に 必 要 な 措 置 （ 以 下 「 是 正 等 の 措

置 」 と い う 。 ） が 講 ぜ ら れ る こ と が 必 要 で あ る と 認 め る と き

は 、 区 長 に そ の 旨 を 勧 告 す る と と も に 、 当 該 勧 告 の 内 容 を 公 表 す

る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 同 条 第 2 項 の 規 定 を 準 用 す



 

る 。  

２  区 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受 け た 場 合 に は 、 速 や か

に 、 当 該 勧 告 に 基 づ き 是 正 等 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

３  区 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 是 正 等 の 措 置 を 講 じ た と き は 、 当 該

是 正 等 の 措 置 を 講 じ た 結 果 に つ い て 速 や か に 公 表 す る と と も

に 、 当 該 是 正 等 の 措 置 を 講 じ た 結 果 に つ い て 公 益 保 護 委 員 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 通 報 者 へ の 通 知 ）  

第 18 条  公 益 保 護 委 員 は 、 第 13 条 第 1 項 の 調 査 を す る こ と と し た

と き は そ の 旨 を 、 し な い こ と と し た と き は そ の 旨 及 び そ の 理 由

を 、 通 報 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  公 益 保 護 委 員 は 、 第 13 条 第 1 項 の 調 査 の 結 果 、 前 条 第 1 項 の

規 定 に よ る 勧 告 の 内 容 及 び 同 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 区 長 か ら 受 け

た 報 告 の 内 容 を 当 該 通 報 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  前 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 通 報 者 が 希 望 し な い 場 合

は 、 前 2 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 こ れ を 要 し な い 。  

 （ 通 報 に 係 る 人 権 の 尊 重 ）  

第 19 条  公 益 保 護 の た め の 通 報 を 行 う も の は 、 当 該 通 報 に よ り 他

人 の 人 権 を 侵 害 す る こ と の な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 不 利 益 取 扱 い の 禁 止 等 ）  

第 20 条  職 員 （ 規 則 で 定 め る 職 員 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） の 任 命 権 者 は 、 そ の 任 命 に 係 る 職 員 が 公 益 保 護 の た め の 通

報 を 行 っ た こ と を 理 由 と し て 、 当 該 職 員 を 免 職 し 、 又 は 当 該 職 員

若 し く は 職 員 で あ っ た 者 に 対 し て 、 降 任 、 減 給 そ の 他 不 利 益 な 取

扱 い を し て は な ら な い 。  

２  教 育 委 員 会 は 、 県 費 負 担 教 職 員 が 公 益 保 護 の た め の 通 報 を 行 っ

た こ と を 理 由 と し て 、 当 該 県 費 負 担 教 職 員 に 対 し て 、 不 利 益 な 取

扱 い を し て は な ら な い 。  

３  指 定 管 理 者 若 し く は 事 務 受 託 者 若 し く は こ れ ら の も の で あ っ た

も の 又 は 派 遣 労 働 者 に 係 る 労 働 者 派 遣 （ 労 働 者 派 遣 法 第 2 条 第 1

号 に 規 定 す る 労 働 者 派 遣 を い う 。 ） を 行 い 、 若 し く は 行 っ て い た

者 は 、 そ の 使 用 し 、 又 は 使 用 し て い た 者 が 公 益 保 護 の た め の 通 報

を 行 っ た こ と を 理 由 と し て 、 当 該 そ の 使 用 す る 者 を 解 雇 し 、 又 は

当 該 そ の 使 用 し 、 若 し く は 使 用 し て い た 者 に 対 し て 、 降 格 、 減 給

そ の 他 不 利 益 な 取 扱 い を し な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。  



 

４  区 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 解 雇 、 降 格 、 減 給 そ の 他 不 利 益 な 取 扱

い が 行 わ れ な い よ う 、 そ の 防 止 に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら

な い 。   

 （ 委 任 ）  

第 21 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

 

   附  則  

 

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 3 か 月 を 超 え な い 範 囲 内 に

お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 準 備 行 為 ）  

２  公 益 保 護 委 員 の 設 置 に 関 し 必 要 な 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に

お い て も 行 う こ と が で き る 。  

 （ 新 宿 区 附 属 機 関 の 構 成 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一

部 改 正 ）  

３  新 宿 区 附 属 機 関 の 構 成 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 昭

和 34 年 新 宿 区 条 例 第 9 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 新 宿 区 特 別 職 報 酬 等 審 議 会 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

新 宿 区 公 益 保 護 委 員  月 額  10 0 , 0 0 0 円 に 当
該 月 に お い て 調 査
を 行 つ た 日 数 に
40, 0 0 0 円 を 乗 じ
て 得 た 額 を 加 算 し
た 額  

条 例 中 助 役 相
当 額  

 

 


